
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 申請手順の見直し 

宇都宮市中央卸売市場内の卸売業者から卸売を受けようとする場合は，当市場の「売買参加者」 

 として承認を受ける必要がありますが，令和７年１月１日から，この申請手順が次のとおり変わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 申請書類の見直し 

  売買参加者新規承認申請の際に必要となる書類が，次のとおり変わります。 
 

  ※ 誓約書の提出により，申請書類の一部を省略することができます。 
 

【問合せ先】 

問合せの種類 区 分 名 称 電話番号 

承認申請に関すること 開設者 宇都宮市中央卸売市場 028-637-6044 

新規売買参加に関すること 

（卸売業者への買受代金の精算に関すること） 

売渡代金精算業務受託者 

（精算会社） 

宇都宮市中央卸売市場青果精算株式会社 028-637-6251 

宇都宮水産物精算株式会社 028-637-649１ 

申請者が法人の場合 申請者が個人の場合 

売買参加者承認申請書（様式第 20 号） 同 左 

誓約書（様式第 2 号／法人用） 誓約書（様式第 2 号／個人用） 

登記事項証明書 住民票の写し 

直近の決算書類 資産調書（様式第 29 号） 

常時売買参加する者の証明書類（社員名簿など）  

【新規】売買代金支払等に関する確認書（様式第 21 号） 同 左 

【新規】売買に参加する者の写真（２枚） 同 左 

令和６年１２月３１日まで 

① 宇都宮市（開設者）に承認申請を提出 

② 宇都宮市（開設者）による承認審査 

③ 宇都宮市（開設者）による承認 

 ※ 売買参加番号の取得 

⑤ 市場取引の開始 

令和７年１月１日から 

① 卸売業者等（精算会社など）に 

新規売買取引について相談します。 

 

 取引不可 

⑤ 市場取引の開始 

宇都宮市中央卸売市場 

申請できません。 

④ 卸売業者等（精算会社など）との 

売買取引に関する契約等の締結 

取引可 

② 宇都宮市（開設者）に承認申請を提出 

③ 宇都宮市（開設者）による承認審査 

④ 宇都宮市による承認（売買参加番号の取得） 


